
令和３年１月１５日 

保護者様 

                            京都市立銅駝美術工芸高等学校 

                            校長  吉田 功 

 

        緊急事態宣言発令に伴う「時差登校」の実施について 

 

   平素より本校の教育活動にご理解ご支援をいただき，ありがとうございます。 

   保護者の皆様には，昨年以来長期にわたり新型コロナウイルス感染症への対応につき 

  まして，ご理解ご協力をいただいておりますこと感謝申し上げます。 

   さて，1月 13 日に京都府に緊急事態宣言が発令されてことに伴い，本校におきまして 

登下校の感染リスクを軽減するため，1 月 18 日（月）より「時差登校」を実施すること 

といたしました。本校では，通学区域が広範囲で公共交通機関を利用して通学する生徒 

が多く在籍しており，下記のように短縮授業を実施しながら，始業時間の繰り下げ及び 

下校時間の繰り上げを行います。また，教育活動の在り方につきましても，京都市教育委 

員会の通知に基づきながら，引き続き必要な対策に取り組んでまいります。ご理解ご協 

力のほど，どうかよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 １．時差登校の実施期間  

    1 月 18 日（月）～当面の間 

※京都府が緊急事態宣言の対象地域に 

指定されている間を予定 

 

 ２．「時差登校」期間中の校時表 （右表）→ 

    ※8：30 より早く登校しないように 

してください。 

 

 ３．その他 

  ①登校前の検温・健康観察を継続していただき， 

発熱等体調不良の場合は，学校に連絡の上， 

登校を控えてください。 

 

 

 

 

②感染症防止対策（マスクの着用，手洗い，消毒， 

密閉・密集・密接回避等）や，不要不急の外出を 

控えるなど，ご家庭でのご協力をお願いします。 

  ③生徒在校時間以外に，学校から全生徒，ご家庭に 

連絡する必要が生じた場合は，学校ホームページ 

や Classi 等を活用しますので，日常的に閲覧し 

ていただきますようお願いいたします。 

電話対応時間（変更）平日 8:30～19:00 

メールによる欠席連絡は継続しています。 

 


